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令和元年度住民税特別徴収税額通知書（本人交付用）に係る 

別紙の提出期限について（通知） 

 

 令和元年５月３１日付け教職第１７０号の通知について、通知文中の教育事務所

の定める提出期限は下記のとおりです。 

記 

提出書類 提 出 事 由 提 出 期 限 提 出 先 

別紙１ 
一人に２枚以上 

送付された場合  

令和元年 

６月１２日（水） 

東部教育事務所 

総務・給与担当 

（ＦＡＸ不可） 

別紙２ 

１ 特別徴収に該当するが、  

  税額通知書が届いていない 

  場合  

２ 特別徴収に該当しないが、 

  税額通知書が届いた場合 

同上 

（ＦＡＸ可） 

 

注 なお、「異動等（転出・再採用等の臨任含む）があった者の分を回送する場合」

に該当する異動者の税額通知書を転出先へ回送する期限は、令和元年６月１０日

（月）《必着》です。 

 

 

 

担 当 ： 総 務 ・ 給 与 担 当  福 井 

電話：０４８－７３７－２７２７ 

ＦＡＸ：０４８－７３７－２８１２ 


